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第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
（
改
正
、
昭
三
七
法
律
一
六
一
）

（
再
審
の
請
求
）

第
五
七
条

確
定
し
た
取
消
決
定
及
び
確
定
審
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
又
は
参
加
人
は
、
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
改

正
、
平
八
法
律
六
八
、
平
八
法
律
一
一
〇
）

２

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
三
十
九
条
（
再
審
の
事
由
）

の
規
定
は
、
前
項
の
再
審
の
請
求
に
準
用
す
る
。
（
改
正
、
平
八
法
律
一
一
〇
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
一
二
一
条
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
再
審
の
請
求
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、
特
許
法
一
七
一
条
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
登
録
後
の
異
議
申
立
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
伴
い
、
一
項
に
お
い
て
、
確
定
し
た
取
消
決

定
に
つ
い
て
も
再
審
が
請
求
で
き
る
旨
を
追
加
し
た
。

（
同
前
）

第
五
八
条

審
判
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
が
共
謀
し
て
第
三
者
の
権
利
又
は
利
益
を
害
す
る
目
的
を
も
つ
て
審
決
を
さ
せ
た
と
き

は
、
そ
の
第
三
者
は
、
そ
の
確
定
審
決
に
対
し
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

前
項
の
再
審
は
、
そ
の
請
求
人
及
び
被
請
求
人
を
共
同
被
請
求
人
と
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
一
二
八
条
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

特
許
法
一
七
二
条
の
〔
趣
旨
〕
参
照
。

（
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
）

第
五
九
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
と
き
は
、
商
標
権
の
効
力
は
、

次
に
掲
げ
る
行
為
に
は
、
及
ば
な
い
。

一

当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
お
け
る
当
該
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
当
該

登
録
商
標
の
善
意
の
使
用

二

当
該
取
消
決
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
し
た
第
三
十
七
条
各
号
〔
侵
害
と
み
な
す
行
為
〕
に

掲
げ
る
行
為

（
改
正
、
平
三
法
律
六
五
、
平
八
法
律
六
八
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
特
許
法
一
七
五
条
の
〔
趣
旨
〕
を

参
照
さ
れ
た
い
。
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な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
同
改
正
で
導
入
し
た
登
録
後
の
異
議
申
立
て
に
お
け
る
取
消
決
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た

商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
場
合
の
効
力
の
制
限
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
更
新
登
録
の
無
効
審
判
（
旧
四
八
条
）

の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
し
た
。

〔
字
句
の
解
釈
〕

〈
取
り
消
し
〉
本
条
及
び
次
条
に
い
う
「
取
り
消
し
」
に
は
登
録
異
議
申
立
て
に
よ
る
取
り
消
し
と
取
消
審
判
に
よ
る
取
り
消
し
の
両
者
が

含
ま
れ
る
。

〔
参

考
〕

〈
特
許
法
と
の
相
違
〉
本
条
は
本
条
に
掲
げ
た
行
為
の
結
果
物
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
商
標
権
の
効
力
が
及
ば
な

い
と
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
や
そ
の
商
標
を
付
し
た
商
品
若
し
く
は
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
何
ら
規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
結
果
物
に
対
し
て
商
標
権
の
効
力
を
制
限
す

る
規
定
は
な
い
か
ら
、
商
標
権
の
効
力
は
そ
の
物
に
対
し
て
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、
も
し
結
果
物
に
つ
い
て
も
効
力
を
制
限
す

る
と
結
果
物
の
発
生
の
時
点
の
証
明
が
困
難
な
た
め
設
定
登
録
後
に
発
生
し
た
結
果
物
を
不
当
に
用
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
（
設
定
登

録
前
の
他
人
の
使
用
は
自
由
だ
か
ら
）
の
と
、
商
標
権
の
効
力
は
、
特
許
権
が
物
自
体
に
及
ぶ
の
と
異
な
り
そ
の
物
に
付
さ
れ
た
商
標
の
使

用
の
み
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
自
体
は
何
等
禁
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
ら
そ
の
物
か
ら
商
標
を
削
る
等
の
処
置
を
す
れ
ば
そ
の

物
の
販
売
等
の
処
分
に
は
差
し
支
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
て
も
他
人
の
経
済
的
損
失
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
、

あ
っ
て
も
大
き
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
同
前
）

第
六
〇
条

取
り
消
し
、
若
し
く
は
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
場
合
、
又
は
拒
絶
を
す
べ
き
旨
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の
審
決
が
あ
つ
た
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
再
審
に
よ
り
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
消
決
定
又
は

審
決
が
確
定
し
た
後
再
審
の
請
求
の
登
録
前
に
善
意
に
日
本
国
内
に
お
い
て
当
該
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類

似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
た
結
果
、
再
審
の
請
求
の
登
録
の

際
現
に
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
者
は
、
継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ

の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
（
改
正
、
平
三
法
律
六
五
、
平
八
法

律
六
八
）

２

第
三
十
二
条
第
二
項
〔
混
同
防
止
の
た
め
の
表
示
〕
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
再
審
に
よ
り
回
復
し
又
は
登
録
さ
れ
た
商
標
権
の
効
力
の
制
限
の
一
つ
と
し
て
、
再
審
の
結
果
発
生
す
る
商
標
の
使
用
を
す
る

権
利
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
商
標
権
の
効
力
は
前
条
で
定
め
る
範
囲
に
つ
い
て
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
か
ら
、
他
人
が
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商

標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
を
使
用
し
て
そ
の
商
標
を
周
知
に
さ
せ
た
と
き
は
、
善
意
で
あ
る
限
り
そ
の
信
用
の
蓄
積
を
保
護
す
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
項
の
立
法
趣
旨
で
あ
り
、
三
二
条
一
項
の
い
わ
ゆ
る
先
用
権
と
同
様
に
既
得
権
の
保
護
規
定
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。な

お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
同
改
正
で
導
入
し
た
登
録
後
の
異
議
申
立
て
に
お
け
る
取
消
決
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た

商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
が
再
審
に
よ
り
回
復
し
た
場
合
に
お
い
て
も
一
項
に
定
め
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
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に
、
存
続
期
間
の
更
新
手
続
を
申
請
手
続
と
し
、
更
新
登
録
の
無
効
審
判
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
し
た
。

二
項
は
三
二
条
二
項
の
準
用
規
定
で
混
同
防
止
の
た
め
の
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。（

審
判
の
規
定
の
準
用
）

第
六
〇
条
の
二

第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
五
か
ら
第
四
十
三
条
の
九
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
十
二
か
ら
第
四
十
三
条
の
十

四
ま
で
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
一
条
の
二
第
一
項
本
文
、
第
百
三

十
二
条
第
三
項
、
第
百
五
十
四
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
六
条
並
び
に
第
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
確
定
し
た
取
消
決
定
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
（
本
項
追
加
、
平
一
〇
法
律
五
一
、
改

正
、
平
一
五
法
律
四
七
）

２

第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

３

第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。

（
本
条
追
加
、
平
五
法
律
二
六
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
再
審
に
お
い
て
審
判
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
る
。

一
項
は
、
確
定
し
た
取
消
決
定
の
再
審
手
続
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
一
三
一
条
二
項

が
一
三
一
条
の
二
第
一
項
本
文
に
移
動
し
た
こ
と
に
伴
い
該
当
箇
所
を
改
正
し
た
。
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二
項
は
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
五
三
条
（
補
正
の
却
下
）
の
規
定
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
従
来
六
一
条
に

お
い
て
準
用
し
て
い
た
同
法
一
七
四
条
一
項
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
け
る
審
判
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用

す
る
特
許
法
一
五
九
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
同
条
第
一
項
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
る
五
五
条
の

二
の
規
定
を
四
四
条
一
項
の
審
判
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ

る
。三

項
は
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
お
い
て
、
特
許
法
に
お
い
て
、
補
正
却
下
不
服
審
判
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
従
来
五
六
条
で
準

用
し
て
い
た
一
六
二
条
（
補
正
却
下
不
服
審
判
の
特
則
）
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
同
条
に
相
当
す
る
意
匠
法
五
一
条
の
規
定
を
四
五
条

一
項
の
審
判
（
補
正
却
下
不
服
審
判
）
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
五
六
条
の
二
の
規
定
を
補
正
却
下
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対

す
る
再
審
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
六
一
条

特
許
法
第
百
七
十
三
条
（
再
審
の
請
求
期
間
）
並
び
に
第
百
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
審
判
の
規
定
等
の
準
用
）

の
規
定
は
、
再
審
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中

「
審
決
」
と
あ
る
の
は
「
取
消
決
定
又
は
審
決
」
と
、
同
法
第
百
七
十
四
条
第
二
項
中
「
特
許
無
効
審
判
又
は
延
長
登
録
無
効
審
判
」

と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三

条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
の
二
の
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
改
正
、
昭
四
〇
法
律
八
一
、
平
三
法
律
六
五
、
平
五
法
律
二
六
、
平
六
法
律
一
一
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
五
法
律
四
七
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
の
規
定
を
準
用
。
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〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
再
審
に
つ
い
て
の
特
許
法
の
準
用
で
あ
る
。
詳
細
は
特
許
法
の
該
当
条
文
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
に
お
い
て
訂
正
無
効
審
判
（
一
二
九
条
一
項
）
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
特
許
法
五
三

条
の
規
定
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
特
許
法
一
七
四
条
一
項
に
お
い
て
準
用
し
て
い
た
特
許
法
一
五
九
条
一
項
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
準

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
及
び
補
正
却
下
不
服
審
判
が
廃
止
さ
れ
、
特
許
法
一
七
四
条
二
項
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

ま
た
、
平
成
六
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
特
許
法
一
七
四
条
二
項
が
三
項
に
、
四
項
が
五
項
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
形
式
的
改

正
を
行
う
（
一
項
）
と
と
も
に
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
五
五
条
の
二
に
お
い
て
二
項
か
ら
六
項
ま
で
が
新
設
さ
れ
た
た
め
、
特
許
法
一

五
九
条
二
項
か
ら
五
項
ま
で
を
四
四
条
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
た
二
項
を
削
除
し
た
。

さ
ら
に
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
商
標
登
録
の
取
消
審
判
（
五
二
条
の
二
）
の
新
設
及
び
更
新
登
録
の
無
効
審
判
（
旧
四
八

条
）
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

ま
た
平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
一
七
四
条
三
項
及
び
五
項
を
そ
れ
ぞ
れ
一
七
四
条
二
項
及
び
四
項
に
移
動
し
た
こ

と
、
ま
た
同
改
正
に
お
い
て
、
特
許
異
議
申
立
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
一
二
三
条
一
項
及
び
一
二
五
条
の
二
の
審
判
を
そ
れ
ぞ

れ
特
許
無
効
審
判
及
び
延
長
登
録
無
効
審
判
と
規
定
す
る
修
正
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
該
当
個
所
を
修
正
し
た
。

（
意
匠
法
の
準
用
）

第
六
二
条

意
匠
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
（
削
除
、

昭
三
七
法
律
一
六
一
、
改
正
、
昭
六
〇
法
律
四
一
、
平
五
法
律
二
六
）

２

意
匠
法
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
。
（
本
項
追
加
、
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平
五
法
律
二
六
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
再
審
に
つ
い
て
意
匠
法
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
意
匠
法
五
六
条
の
二
の
規
定
を
四
四
条
一
項
の
審
判
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
い
て
準
用
す
る

こ
と
を
規
定
し
て
い
た
が
、
意
匠
法
五
六
条
の
二
の
規
定
は
、
意
匠
法
五
一
条
一
項
（
意
匠
法
一
七
条
の
二
（
補
正
却
下
後
の
新
出
願
）
の
規
定

を
拒
絶
査
定
不
服
審
判
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
）
を
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。

平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
五
五
条
の
二
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
六
条
の
二
（
補
正
の
却
下
）、
特
許
法
五
四
条
（
公
告

決
定
後
の
補
正
の
却
下
）
及
び
意
匠
法
一
七
条
の
三
（
補
正
却
下
後
の
新
出
願
）
を
四
四
条
一
項
の
審
判
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）
に
お
い
て
準
用

す
る
こ
と
を
規
定
し
、
五
五
条
の
二
を
六
〇
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
従
来
の
規
定
は
、
不
要
と
な
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
同
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
五
三
条
の
規
定
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
同
条
を
準
用
し
て
い
る
特
許
法
一
五
九
条
の
規
定
を
準
用
す

る
同
法
一
七
四
条
一
項
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
け
る
審
判
の
規
定
の
準
用
）
を
そ
の
ま
ま
準
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
た
め
、
四
四
条
一
項
（
拒
絶
査
定
不
服
審
判
）
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
の
規
定
に
つ
い
て
、
意
匠
法
五
八
条
二
項
（
拒
絶
査

定
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
け
る
特
許
法
の
規
定
を
準
用
）
を
準
用
す
る
こ
と
を
一
項
に
お
い
て
新
た
に
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。二

項
は
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
許
法
に
お
い
て
補
正
却
下
不
服
審
判
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
従
来
六
一
条
に
お
い
て
準
用
し
て
い
た
特
許
法
一
七
四
条
二
項
（
補
正
却
下
不
服
審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
お
け
る
審
判
の
規
定

の
準
用
）
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
同
項
の
規
定
に
相
当
す
る
意
匠
法
五
八
条
三
項
の
規
定
を
四
五
条
一
項
（
補
正
却
下
不
服
審
判
）
の
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審
判
の
確
定
審
決
に
対
す
る
再
審
に
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
）

第
六
三
条

取
消
決
定
又
は
審
決
に
対
す
る
訴
え
、
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
及
び
登
録
異
議
申
立
書
又
は
審

判
若
し
く
は
再
審
の
請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
。
（
改
正
、
平
五
法
律
二
六
、

平
六
法
律
一
一
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
〇
法
律
五
一
）

２

特
許
法
第
百
七
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
出
訴
期
間
等
）、
第
百
七
十
九
条
か
ら
第
百
八
十
条
の
二
ま
で
（
被
告
適
格
、

出
訴
の
通
知
及
び
審
決
取
消
訴
訟
に
お
け
る
特
許
庁
長
官
の
意
見
）、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
項
（
審
決
又
は
決
定
の
取

消
し
）
並
び
に
第
百
八
十
二
条
（
裁
判
の
正
本
の
送
付
）
の
規
定
は
、
前
項
の
訴
え
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

百
七
十
八
条
第
二
項
中
「
当
該
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
理
、
審
判
」
と
、
同
法
第
百
七
十

九
条
中
「
特
許
無
効
審
判
若
し
く
は
延
長
登
録
無
効
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
、
第

五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
の
二
の
審
判
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。
（
改
正
、
昭
四
〇
法
律
八
一
、
平
三
法
律
六
五
、
平
五
法
律
二
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
五
法
律
四
七
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
一
二
八
条
の
二
か
ら
一
二
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
（
行
政
訴
訟
の
提
起
）
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、
特
許
法
一
七
八
条
の
〔
趣
旨
〕
を

参
照
さ
れ
た
い
。
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一
項
は
、
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
の
管
轄
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
同
改
正
で

導
入
し
た
登
録
後
の
異
議
申
立
て
に
お
け
る
取
消
決
定
及
び
登
録
異
議
申
立
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
も
、
審
決
や
審
判

請
求
書
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
訴
え
の
場
合
と
同
様
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二
項
は
、
審
決
等
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
原
告
適
格
、
被
告
適
格
、
出
訴
期
間
等
に
つ
い
て
特
許
法
の
規
定
を
準
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
商
標
登
録
の
取
消
審
判
（
五
二
条
の
二
）
の
新
設
及
び
更
新
登
録
の
無
効
審
判
（
旧
四
八

条
）
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
し
た
。

ま
た
、
平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
準
用
関
係
を
整
理
し
た
。
な
お
、
同
改
正
に
お
い

て
、
特
許
異
議
申
立
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
特
許
法
一
二
三
条
一
項
及
び
一
二
五
条
の
二
の
審
判
を
そ
れ
ぞ
れ
特
許
無
効
審
判

及
び
延
長
登
録
無
効
審
判
と
規
定
す
る
修
正
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
該
当
個
所
を
修
正
し
た
。

（
不
服
申
立
て
と
訴
訟
と
の
関
係
）

第
六
三
条
の
二

特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
二
（
不
服
申
立
て
と
訴
訟
と
の
関
係
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
第
七
十
七
条
第
七
項
〔
特
許
法
の
準
用
〕
に
規
定
す
る
処
分
を
除
く
。）
の
取
消
し
の
訴
え
に
準
用
す

る
。

（
本
条
追
加
、
昭
三
七
法
律
一
四
〇
、
改
正
、
平
六
法
律
一
一
六
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
特
許
法
の
準
用
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
特
許
法
一
八
四
条
の
二
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。


